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       認可保育施設の申し込みに必要な書類は、以下のとおりです。家族構成や家庭の状況などにより、必要な書

類は異なります。全ての書類について、ボールペンで記入し提出してください。 

原則 

全員必須 

① 浦安市保育所申し込み受付チェックリスト（P10） 

令和 8 年度用をご利用ください。必要な書類を確認することができるものです。提出書

類が漏れることのないようご確認ください。 

必須 

② 保育所等入所申込書または転園申請書（P11） 

令和 8 年度用をご利用ください。記載事項に漏れのないようお願いします。 

新規のみ 

必須 

③ 個人番号（マイナンバー）提出用紙（P11） 

申し込みにあたり、同居者全員のマイナンバーが確認できる書類の提出が必要です。 

保護者 

必須 

④ 保育の必要性の認定に係る証明書（P12） 

申請児童の保育が必要であることを確認するための書類です。保護者全員分及び、18

歳以上 64 歳未満の同居者全員分が必要です。 

家庭ごと 

⑤ 状況により必要な書類（P13） 

家庭の状況、児童の状況によって提出が必要な書類です。 

家庭ごと 

⑥ 課税（非課税）証明書などの税書類（P14） 

利用調整点が同点の場合の判定基準に必要な書類です。 

転入予定 

必須 

⑦ 転入予定の方が追加で必要な書類（P14） 

保育所入所日の前日までに浦安市へ転入することを証明するために必要な書類です。 

 

 

 

 

 

必要な書類を確認することができるものです。提出書類が漏れることのないよう必ずご確認ください。 

 浦安市保育所申し込み受付チェックリスト（浦安市様式） 

提出が必要な方 原則、全員 

注意事項 

必ず、令和８年度浦安市様式をご使用ください。 

きょうだい同時に申し込みする場合は、1 部のみ提出で構いません。 

窓口申請、マイナポータル（ぴったりサービス）による電子申請をする場合は、提出不要です。 
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？ 

利用申し込みに必要な書類 

 

① 浦安市保育所申し込み受付チェックリスト 

 

チェックリストを利用して、 

必要な書類を集めよう！ 
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記載事項に漏れのないようお願いします。 

 保育所等入所申込書（浦安市様式） 

提出が必要な方 新規申請児童 1 人につき 1 枚 

注意事項 

必ず、令和８年度浦安市様式をご使用ください。記載事項は、「申込書の書き方」をご覧のう

え、漏れのないよう記入してください。 

申請児童 1 人につき 1 部必要です。2 人以上で同時に申請する場合は、内定条件を決める必

要があります。市外の認可保育施設からうつる場合も新規申請です。 

マイナポータル（ぴったりサービス）による電子申請をする場合は、不要です。 

 

 転園申請書（浦安市様式） 

提出が必要な方 申請する在園児童 1 人につき 1 枚 

注意事項 

必ず、令和８年度浦安市様式をご使用ください。記載事項に漏れのないように記入してくだ

さい。申請児童 1 人につき 1 部必要です。2 人以上で同時に申請する場合は、内定条件を決

める必要があります。 

転園申請書は、市内の認可保育施設在園児が、別の認可保育施設へ入所を希望する場合の

み使用する用紙です。市外の認可保育施設や 1 号の認定を受けている方は、入所申込書をご

使用ください。 

ちば電子申請サービスによる電子申請をする場合は、不要です。 

 

 

 

 

 

番号法の施行に伴って、保育施設の利用を希望する方は、個人番号の提示が必要です。以下 3 点の書類をご

用意ください。 

１.個人番号（マイナンバー）提出用紙（浦安市様式） 

提出が必要な方 新規入所申し込みの方のみ 

注意事項 

保護者全員、申請児童、同居者全員のマイナンバーを記入してください。 

きょうだい同時に申し込みする場合は、1 部のみ提出で構いません。 

提

出

用

紙

�

添

付

�

�

書

類 
２.個人番号が確認できる書類 

提出が必要な方 提出用紙に記入した方全員分 

書類例 

個人番号カード（マイナンバーカード）の写し 

通知カードの写し 

個人番号が記載された住民票の写し 

注意事項 

提出用紙に記入した方全員それぞれ、書類例のいずれか 1 通の写しを準備し、提出用紙に添付し

てください。 

市外から転入予定の方は、住民票をご用意ください。 

３.本人確認書類 

提出が必要な方 保護者のうち 1 人分（どちらでも可） 

書類例 

 顔写真付きの場合・・・1 通 

個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳、在留カード など 

 顔写真なしの場合・・・2 通 

公的医療保険の被保険者証または資格確認証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手

当証書 など 

注意事項 提出用紙に添付してください。 
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？ 
② 保育所等入所申込書または転園申請書 

③ 個人番号（マイナンバー）提出用紙＜新規申し込みの方＞ 
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申請児童の保育が必要であることを確認するための書類です。保育を必要とする事由が複数ある場合は、あ

てはまるすべての書類をご提出ください。 

浦安市様式と記載がある書類は、必ず浦安市所定の様式を使用してください。浦安市ホームページからダウ

ンロードできます。（浦安市 HP 検索 ID：1033676） 

提出が必要な方 

保護者全員 

18 歳以上 64 歳未満の同居者 

（生年月日が昭和 37 年 4 月 2 日～平成 20 年 4 月 1 日の方） 

保

育

�

必

要

�

�

�

事

由 

◆就労中 

 

◆就労内定 

 

◆育児休業 

から復帰し 

就労予定 

 

◆開業予定 

 固定就労の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 変則就労の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 直近 1 か月分のシフト表 

※育児休業中、又は産前休暇取得中の方は休暇前のシフト表 

 自営業の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 下記いずれかの書類 

「直近の確定申告書」、「税務署に提出した個人事業の開業・廃止届出書」、

「業務受託契約書」、「売上・報酬の記録（通帳等）」、「事業所の賃貸借契約

書」、「営業許可書」などの写し 

 事業専従者の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 給与の支払いが分かる書類 

「専従者給与が確認できる確定申告書の写し」など 

※その他の就労形態の方はご相談ください。 

◆出産予定 
 母子健康手帳表紙の写し 

※ 写しの余白欄に出産予定日をご記入ください。 

◆疾病  診断書（浦安市様式） 

◆障がい  障害者手帳の写し 

◆介護・看護 

 介護状況報告書（浦安市様式）  

 被介護者・看護者の状況が分かる以下いずれかの書類 

「診断書（浦安市様式）」「介護保険被保険者証の写し」「障害者手帳」「療育手

帳」など 

◆就学 

 就学状況報告書（浦安市様式） 

 在学証明書 

 時間割表（曜日と時間が分かるもの） 

◆求職 申請時に提出書類なし 

注意事項 

すべての書類の有効期限は、証明日から 6 か月としています。 

保護者の書類がない場合、求職中として扱うため、利用調整上不利になります。 

18 歳以上 64 歳未満の同居者の書類がない場合、利用調整において、1 人につきマイナス 1 点

となります。 

 

  ※申請日時点と利用開始日時点で保育の必要性の認定に係る証明書の内容が異なる場合は、申請日時点で両方提出が

必要です。（転職の場合など） 

 

 

 

④ 保育の必要性の認定に係る証明書 
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要
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�

？ 
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  保護者・同居者・申請児童など、次の状況に該当する方全員分の必要書類を提出してください。 

 在園・通園証明書（浦安市様式） 

提出が必要な方 認可外や一時預かり非定型保育、私立幼稚園に通園中の申請児童 

注意事項 

認可の保育施設に入所中の方は、不要です。 

有償でひと月 64 時間以上預け入れていることを常態としている場合は点数＋1 点です。 

 在留カード（表裏）の写し 

提出が必要な方 外国籍の方全員 

注意事項 資格外活動許可欄の記載がない場合は、資格外活動許可証の写しも必要です。 

 単身赴任辞令の写し 

提出が必要な方 単身赴任中又は予定の保護者 

注意事項 就労証明書に記入があれば不要です。点数+5 点です。 

 解雇・倒産が証明できる書類 

提出が必要な方 世帯・生計中心者が解雇・倒産した方 

注意事項 写しでも可です。保育必要事由が求職中の場合は点数＋1 点です。 

 生活保護受給証明書 

提出が必要な方 生活保護受給中の世帯 

注意事項 社会福祉課で受領してください。点数は＋7 点です。 

 障害者手帳の写し 

提出が必要な方 障がいがあり、手帳を取得している方 

注意事項 世帯の市民税所得割額が 77,101 円未満で保育料無料、給食費免除となります。 

 離婚調停中であることが分かる書類の写し 

提出が必要な方 離婚調停中・裁判中の方 

注意事項 

裁判所が受理した「調停申立書」または「事件係属証明書」 又は「呼出状」いずれかの写しを提

出してください。かつ、配偶者と世帯及び住所が異なり、同居していなければ、別居とみなし「ひ

とり親」扱いとなります。その場合は、別居配偶者の書類の提出は不要です。 

 出生前申請に係る同意書（浦安市様式） 

提出が必要な方 出生前申請をする方 

注意事項 4 月入所申し込みに限り、受け受けます。詳しくは。P20 をご確認ください。 

 育児休業（産前休暇）復職誓約書（浦安市様式） 

提出が必要な方 育児休業から復職する方（マイナポータル申請をする方のみ） 

注意事項 申込書で申請する方は記載欄があるため提出不要です。点数は＋1 点です。 

 

⑤ 状況により必要な書類 

申
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申請児童の保育が必要であることを確認するための書類です。保育を必要とする事由が複数ある場合は、あ

てはまるすべての書類をご提出ください。 

浦安市様式と記載がある書類は、必ず浦安市所定の様式を使用してください。浦安市ホームページからダウ

ンロードできます。（浦安市 HP 検索 ID：1033676） 

提出が必要な方 

保護者全員 

18 歳以上 64 歳未満の同居者 

（生年月日が昭和 37 年 4 月 2 日～平成 20 年 4 月 1 日の方） 

保

育

�

必

要

�

�

�

事

由 

◆就労中 

 

◆就労内定 

 

◆育児休業 

から復帰し 

就労予定 

 

◆開業予定 

 固定就労の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 変則就労の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 直近 1 か月分のシフト表 

※育児休業中、又は産前休暇取得中の方は休暇前のシフト表 

 自営業の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 下記いずれかの書類 

「直近の確定申告書」、「税務署に提出した個人事業の開業・廃止届出書」、

「業務受託契約書」、「売上・報酬の記録（通帳等）」、「事業所の賃貸借契約

書」、「営業許可書」などの写し 

 事業専従者の方 

 就労証明書（浦安市様式） 

 給与の支払いが分かる書類 

「専従者給与が確認できる確定申告書の写し」など 

※その他の就労形態の方はご相談ください。 

◆出産予定 
 母子健康手帳表紙の写し 

※ 写しの余白欄に出産予定日をご記入ください。 

◆疾病  診断書（浦安市様式） 

◆障がい  障害者手帳の写し 

◆介護・看護 

 介護状況報告書（浦安市様式）  

 被介護者・看護者の状況が分かる以下いずれかの書類 

「診断書（浦安市様式）」「介護保険被保険者証の写し」「障害者手帳」「療育手

帳」など 

◆就学 

 就学状況報告書（浦安市様式） 

 在学証明書 

 時間割表（曜日と時間が分かるもの） 

◆求職 申請時に提出書類なし 

注意事項 

すべての書類の有効期限は、証明日から 6 か月としています。 

保護者の書類がない場合、求職中として扱うため、利用調整上不利になります。 

18 歳以上 64 歳未満の同居者の書類がない場合、利用調整において、1 人につきマイナス 1 点

となります。 

 

  ※申請日時点と利用開始日時点で保育の必要性の認定に係る証明書の内容が異なる場合は、申請日時点で両方提出が

必要です。（転職の場合など） 

 

 

 

④ 保育の必要性の認定に係る証明書 
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  保護者・同居者・申請児童など、次の状況に該当する方全員分の必要書類を提出してください。 

 在園・通園証明書（浦安市様式） 

提出が必要な方 認可外や一時預かり非定型保育、私立幼稚園に通園中の申請児童 

注意事項 

認可の保育施設に入所中の方は、不要です。 

有償でひと月 64 時間以上預け入れていることを常態としている場合は点数＋1 点です。 

 在留カード（表裏）の写し 

提出が必要な方 外国籍の方全員 

注意事項 資格外活動許可欄の記載がない場合は、資格外活動許可証の写しも必要です。 

 単身赴任辞令の写し 

提出が必要な方 単身赴任中又は予定の保護者 

注意事項 就労証明書に記入があれば不要です。点数+5 点です。 

 解雇・倒産が証明できる書類 

提出が必要な方 世帯・生計中心者が解雇・倒産した方 

注意事項 写しでも可です。保育必要事由が求職中の場合は点数＋1 点です。 

 生活保護受給証明書 

提出が必要な方 生活保護受給中の世帯 

注意事項 社会福祉課で受領してください。点数は＋7 点です。 

 障害者手帳の写し 

提出が必要な方 障がいがあり、手帳を取得している方 

注意事項 世帯の市民税所得割額が 77,101 円未満で保育料無料、給食費免除となります。 

 離婚調停中であることが分かる書類の写し 

提出が必要な方 離婚調停中・裁判中の方 

注意事項 

裁判所が受理した「調停申立書」または「事件係属証明書」 又は「呼出状」いずれかの写しを提

出してください。かつ、配偶者と世帯及び住所が異なり、同居していなければ、別居とみなし「ひ

とり親」扱いとなります。その場合は、別居配偶者の書類の提出は不要です。 

 出生前申請に係る同意書（浦安市様式） 

提出が必要な方 出生前申請をする方 

注意事項 4 月入所申し込みに限り、受け受けます。詳しくは。P20 をご確認ください。 

 育児休業（産前休暇）復職誓約書（浦安市様式） 

提出が必要な方 育児休業から復職する方（マイナポータル申請をする方のみ） 

注意事項 申込書で申請する方は記載欄があるため提出不要です。点数は＋1 点です。 

 

⑤ 状況により必要な書類 
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      利用調整点が、同点の場合の判定基準に必要な書類です。 

 令和 7 年度市区町村民税課税（非課税）証明書 

提出が必要な方 

令和 7 年 1 月 1 日の住所地が浦安市以外の保護者全員 かつ 

令和 8 年 4 月～8 月の入所申し込みをする場合 

 令和 8 年度市区町村民税課税（非課税）証明書 

提出が必要な方 令和 8 年 1 月 1 日の住所地が浦安市以外の保護者全員 

注意事項 

各年度の 1 月 1 日に住民票があった市区町村で取得してください。 

令和 8 年度証明は、令和 8 年 6 月以降に取得できる書類です。 

給与所得のみ、かつ配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除などの控

除がない場合は、特別徴収税額決定通知書の写しでも可です。 

収入が無い場合も税の申告が必要です。 
提出期限までに税書類をご提出いただけない場合、利用調整点が同点の場合に不利になる可能

性があります。 

住民税および所得税の修正申告を行った場合は、修正申告書の控（写し可）を速やかに提出

してください。 

市区町村によっては、証明書の名称が異なる場合があります。証明書は、所得額控除額、控除

内訳（人的控除内訳を含む）、市民税額が全て記載された証明書が必要です。 

 海外収入を証明する書類 

提出が必要な方 

令和 6 年（2024 年）1 月～12 月、令和 7 年（2025 年）1 月～12 月の期間に、 

海外での収入がある保護者全員 

注意事項 

収入がない場合、扶養となっている場合は、その旨を記載した書類を提出してください。それ

以外の方はご相談ください。 

 

 

 

 

 

保育所入所日の前日までに浦安市へ転入することを証明するために必要な書類です。転入予定で申し込みさ

れる方は、必ず P21 をご確認ください。これらの書類が提出されない場合、申込を受付することができません。 

 浦安市の転入先の住所、引き渡し日が分かる契約書の写し 

提出が必要な方 浦安市に転入予定の方全員 

書類例 

 売買契約書の写し 

 賃貸借契約書の写し 

 転入予定申立書（任意様式でも可） 

注意事項 

契約が済んだ契約書の写しに限ります。ただし、4 月入所一次申込に限り、転入先の住所が決ま

っている場合は、契約途中の書類でも受け付けます。ただし、不足書類の受付期間中に契約済み

の書類をご提出ください。 

実家に転入や、勤務先の借り上げ物件に居住するなど、保護者が契約をしない物件に転入する

場合は、物件の所有者または、賃貸借契約者に転入申立書を作成してもらってください。 

引き渡し日は、入所申し込み月の前月末までであることが必要です。 

 世帯全員分のマイナンバーが記載された住民票（写しでも可） 

提出が必要な方 保護者、申請児童、同居者全員 

注意事項 ③の本人確認と重複する場合は、1 部のみ添付してください。 

 

  

⑥ 市区町村民税等の金額がわかる税書類（課税・非課税証明書等） 

⑦ 転入予定の方が追加で必要な書類 
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必要書類 市様式 新規 転園 対象者 必要部数 

基

本

書

類 

令和 8 年度入所申込書 あり ◎ － 申請児童 1 人 1 部 

令和 8 年度転園申請書 あり － ◎ 申請児童 1 人 1 部 

個人番号（マイナンバー）提出用紙 あり ◎ － 申請児童 世帯で 1 部 

番号

確認

書類 

マイナンバーカードの写し － 

◎ － 家族全員 いずれか 1 部 マイナンバー通知カードの写し － 

マイナンバーが記載された住民票の写し － 

本

人

確

認

書

類 

運転免許証の写し － 

◎ － 保護者 1 人 

いずれか 1 部 

パスポートの写し － 

障害者手帳の写し － 

療育手帳の写し － 

在留カードの写し － 

公的医療保険の被保険者証の写し － 

いずれか 1 部 

介護保険被保険者証の写し － 

国民年金手帳の写し － 

児童扶養手当証書の写し － 

浦安市保育所申込み郵送受付チェックリスト あり ○ 申請児童 世帯で 1 部 

保

育

事

由 

就

労 

就労証明書 あり ○ 保護者、同居人 各 1 部 

1 か月分のシフト表 － ○ 変則就労の方 各 1 部 

直近の確定申告書の写し － 

○ 自営業の方 いずれか 1 部 

税務署に提出した個人事業の開業・廃止届出書の写し － 

業務受託契約書、売上・報酬の記録（通帳等）の写し － 

事業所の賃貸借契約書の写し － 

事業専従者給与が確認できる確定申告書の写し － ○ 事業専従者の方 各 1 部 

出

産 母子健康手帳表紙の写し － ○ 

保護者 

出産予定の方 

1 部 

疾

病 

障

�

� 

診断書 あり 

○ 

保護者、同居人 

疾病の方 

いずれか 1 部 

障害者手帳の写し － 

保護者、同居人 

障がいの方 

介

護 

介護状況報告書 あり ○ 

保護者、同居人 

介護する方 

1 部 

診断書 あり 

○ 

被介護者 

看護者 

いずれか 1 部 

介護保険被保険者証の写し － 

障害者手帳 － 

療育手帳 － 

就学 

就学状況報告書 あり ○ 

保護者、同居人 

就学する方 

1 部 

在学証明書 － ○ 1 部 

時間割表（曜日と時間が分かるもの） － ○ 1 部 

状

況

�

�

�

必

要

�

書

類 

在園・通園証明書 あり ○ 申請児童 1 部 

在留カード（表裏）のコピー － ○ 家族全員 1 部 

単身赴任の辞令のコピー（就労証明書に記入があれば不要） － ○ 保護者 1 部 

解雇・倒産が証明できる書類 － ○ 保護者 1 部 

生活保護受給証明書 － ○ 家族全員 世帯で 1 部 

通園証明書と廃園される（された）ことを証する書類 － ○ 申請児童 1 部 

障害者手帳のコピー － ○ 家族全員 1 部 

出生前申請に係る同意書 あり ○ 出生前申請児童 各 1 部 

育児休業（産後休暇）復職誓約書 あり ○ 

マイナポータル

申請をする方 

１人１部 

離婚

調停

中 

裁判所が受理した「調停申立書」 － 

○ 保護者 いずれか 1 部 裁判所が受理した「事件係属証明書」 － 

裁判所が受理した「呼出状」 － 

税

書

類 

令和 7 年度市区町村民税課税（非課税）証明書（市外） － ○ － 保護者全員 各 1 部 

令和 8 年度市区町村民税課税（非課税）証明書（市外） － ○ － 保護者全員 各 1 部 

海外での収入を証明する書類 － ○ － 保護者全員 各 1 部 

転

入

予

定 

転入

が分

かる

書類 

売買契約書の写し － 

○ 

転入予定の方 

いずれか 1 部 

賃貸借契約書の写し － 

転入予定申立書 あり 

世帯全員分のマイナンバーが記載された住民票（写し） － ○ 1 部 

                                                               ◎・・・全員必須書類、○・・・該当者、必須書類 

 
 
 
 
 

参考：申し込みに必要な書類一覧 
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      利用調整点が、同点の場合の判定基準に必要な書類です。 

 令和 7 年度市区町村民税課税（非課税）証明書 

提出が必要な方 

令和 7 年 1 月 1 日の住所地が浦安市以外の保護者全員 かつ 

令和 8 年 4 月～8 月の入所申し込みをする場合 

 令和 8 年度市区町村民税課税（非課税）証明書 

提出が必要な方 令和 8 年 1 月 1 日の住所地が浦安市以外の保護者全員 

注意事項 

各年度の 1 月 1 日に住民票があった市区町村で取得してください。 

令和 8 年度証明は、令和 8 年 6 月以降に取得できる書類です。 

給与所得のみ、かつ配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除などの控

除がない場合は、特別徴収税額決定通知書の写しでも可です。 

収入が無い場合も税の申告が必要です。 
提出期限までに税書類をご提出いただけない場合、利用調整点が同点の場合に不利になる可能

性があります。 

住民税および所得税の修正申告を行った場合は、修正申告書の控（写し可）を速やかに提出

してください。 

市区町村によっては、証明書の名称が異なる場合があります。証明書は、所得額控除額、控除

内訳（人的控除内訳を含む）、市民税額が全て記載された証明書が必要です。 

 海外収入を証明する書類 

提出が必要な方 

令和 6 年（2024 年）1 月～12 月、令和 7 年（2025 年）1 月～12 月の期間に、 

海外での収入がある保護者全員 

注意事項 

収入がない場合、扶養となっている場合は、その旨を記載した書類を提出してください。それ

以外の方はご相談ください。 

 

 

 

 

 

保育所入所日の前日までに浦安市へ転入することを証明するために必要な書類です。転入予定で申し込みさ

れる方は、必ず P21 をご確認ください。これらの書類が提出されない場合、申込を受付することができません。 

 浦安市の転入先の住所、引き渡し日が分かる契約書の写し 

提出が必要な方 浦安市に転入予定の方全員 

書類例 

 売買契約書の写し 

 賃貸借契約書の写し 

 転入予定申立書（任意様式でも可） 

注意事項 

契約が済んだ契約書の写しに限ります。ただし、4 月入所一次申込に限り、転入先の住所が決ま

っている場合は、契約途中の書類でも受け付けます。ただし、不足書類の受付期間中に契約済み

の書類をご提出ください。 

実家に転入や、勤務先の借り上げ物件に居住するなど、保護者が契約をしない物件に転入する

場合は、物件の所有者または、賃貸借契約者に転入申立書を作成してもらってください。 

引き渡し日は、入所申し込み月の前月末までであることが必要です。 

 世帯全員分のマイナンバーが記載された住民票（写しでも可） 

提出が必要な方 保護者、申請児童、同居者全員 

注意事項 ③の本人確認と重複する場合は、1 部のみ添付してください。 

 

  

⑥ 市区町村民税等の金額がわかる税書類（課税・非課税証明書等） 

⑦ 転入予定の方が追加で必要な書類 
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必要書類 市様式 新規 転園 対象者 必要部数 

基

本

書

類 

令和 8 年度入所申込書 あり ◎ － 申請児童 1 人 1 部 

令和 8 年度転園申請書 あり － ◎ 申請児童 1 人 1 部 

個人番号（マイナンバー）提出用紙 あり ◎ － 申請児童 世帯で 1 部 

番号

確認

書類 

マイナンバーカードの写し － 

◎ － 家族全員 いずれか 1 部 マイナンバー通知カードの写し － 

マイナンバーが記載された住民票の写し － 

本

人

確

認

書

類 

運転免許証の写し － 

◎ － 保護者 1 人 

いずれか 1 部 

パスポートの写し － 

障害者手帳の写し － 

療育手帳の写し － 

在留カードの写し － 

公的医療保険の被保険者証の写し － 

いずれか 1 部 

介護保険被保険者証の写し － 

国民年金手帳の写し － 

児童扶養手当証書の写し － 

浦安市保育所申込み郵送受付チェックリスト あり ○ 申請児童 世帯で 1 部 

保

育

事

由 

就

労 

就労証明書 あり ○ 保護者、同居人 各 1 部 

1 か月分のシフト表 － ○ 変則就労の方 各 1 部 

直近の確定申告書の写し － 

○ 自営業の方 いずれか 1 部 

税務署に提出した個人事業の開業・廃止届出書の写し － 

業務受託契約書、売上・報酬の記録（通帳等）の写し － 

事業所の賃貸借契約書の写し － 

事業専従者給与が確認できる確定申告書の写し － ○ 事業専従者の方 各 1 部 

出

産 母子健康手帳表紙の写し － ○ 

保護者 

出産予定の方 

1 部 

疾

病 

障

�

� 

診断書 あり 

○ 

保護者、同居人 

疾病の方 

いずれか 1 部 

障害者手帳の写し － 

保護者、同居人 

障がいの方 

介

護 

介護状況報告書 あり ○ 

保護者、同居人 

介護する方 

1 部 

診断書 あり 

○ 

被介護者 

看護者 

いずれか 1 部 

介護保険被保険者証の写し － 

障害者手帳 － 

療育手帳 － 

就学 

就学状況報告書 あり ○ 

保護者、同居人 

就学する方 

1 部 

在学証明書 － ○ 1 部 

時間割表（曜日と時間が分かるもの） － ○ 1 部 

状

況

�

�

�

必

要

�

書

類 

在園・通園証明書 あり ○ 申請児童 1 部 

在留カード（表裏）のコピー － ○ 家族全員 1 部 

単身赴任の辞令のコピー（就労証明書に記入があれば不要） － ○ 保護者 1 部 

解雇・倒産が証明できる書類 － ○ 保護者 1 部 

生活保護受給証明書 － ○ 家族全員 世帯で 1 部 

通園証明書と廃園される（された）ことを証する書類 － ○ 申請児童 1 部 

障害者手帳のコピー － ○ 家族全員 1 部 

出生前申請に係る同意書 あり ○ 出生前申請児童 各 1 部 

育児休業（産後休暇）復職誓約書 あり ○ 

マイナポータル

申請をする方 

１人１部 

離婚

調停

中 

裁判所が受理した「調停申立書」 － 

○ 保護者 いずれか 1 部 裁判所が受理した「事件係属証明書」 － 

裁判所が受理した「呼出状」 － 

税

書

類 

令和 7 年度市区町村民税課税（非課税）証明書（市外） － ○ － 保護者全員 各 1 部 

令和 8 年度市区町村民税課税（非課税）証明書（市外） － ○ － 保護者全員 各 1 部 

海外での収入を証明する書類 － ○ － 保護者全員 各 1 部 

転

入

予

定 

転入

が分

かる

書類 

売買契約書の写し － 

○ 

転入予定の方 

いずれか 1 部 

賃貸借契約書の写し － 

転入予定申立書 あり 

世帯全員分のマイナンバーが記載された住民票（写し） － ○ 1 部 

                                                               ◎・・・全員必須書類、○・・・該当者、必須書類 
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      きょうだいで同時に申し込みするときは、いくつか注意点があります。 

 

 

 

 

入所申込書・転園申請書は、児童ひとりにつき 1 枚提出が必要です。 

ただし、就労証明書など添付書類については、原本は 1 部、きょうだいの分はコピーを添付し、提出していだ

ければ受け付けます。 

 

 

 

 

きょうだいで同時に申請するときには、内定条件を決める必要があります。 

浦安市では、全部で 6 種類の条件があります。 

指定する条件以外は受け付けることができませんので、ご注意ください。 

 

①  同時のみ、同園のみ 

きょうだい同時に、かつ、同じ保育施設に入れる場合のみ、内定となる条件です。 

きょうだい全員、同じ希望施設、同じ希望順位にしてください。 

 

② 同時のみ、別園 OK 

きょうだい同時に、かつ、できるだけ同じ保育施設希望だが、別の保育施設になっても構わない場合に、内

定となる条件です。 

きょうだい全員、同じ希望施設、同じ希望順位にしてください。 

 

③ 同時のみ、希望順位優先 

きょうだい同時に、かつ、希望順位の順番で、内定となる条件です。 

きょうだいで、希望施設、希望順位を同じにする必要はありません。 

 

④ 1 人内定 OK、同園のみ 

1 人でも内定にしたい、かつ、同じ保育施設に入れる場合のみ、内定となる条件です。 

きょうだい全員、同じ希望施設、同じ希望順位にしてください。 

先に決めなければならない児童がいる場合のみ、優先する児童を指定してください。 

 

⑤ 1 人内定 OK、別園 OK 

1 人でも内定にしたい、かつ、できるだけ同じ保育施設希望だが、別の保育施設になっても構わない場合

に、内定となる条件です。 

きょうだい全員、同じ希望施設、同じ希望順位にしてください。 

先に決めなければならない児童がいる場合のみ、優先する児童を指定してください。 

 

⑥ 1 人内定 OK、希望順位優先 

1 人でも内定にしたい、かつ、希望順位の順番で、内定となる条件です。 

きょうだいで、希望施設、希望順位を同じにする必要はありません。 

先に決めなければならない児童がいる場合のみ、優先する児童を指定してください。 

 

＜きょうだい同時に申し込む場合の注意＞ 

 

    ④、⑤、⑥で優先する児童を指定した場合、指定されなかった方の子のみ内定が出る状況になっても、 

両方の児童とも内定が出ません。 

指定しない場合は、きょうだいどちらかに内定が出る状況であれば、その子が内定となります。 

指定した子の内定が出ない場合は、指定されなかった子の内定を出したくないときのみ、優先児童を

指定してください。 
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きょうだい同時に申し込むときは 
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■ きょうだい同時内定限定か、1 人でも入れたいか決める 

1 人だけ内定が決まった場合も、入所後は保育を必要とする事由を満たしていることが必要です。 

1 人だけ入所した場合は、育児休業から復帰できないなど、入所後に保育を必要とする事由を満たすこと

が困難であれば、同時内定限定にする必要があります。 

 

■ きょうだいで同じ園優先か、別々の園でもよいか決める 

同じ園優先の場合は、きょうだい全ての希望園と希望順位を一致させる必要があります。 

左記ページの６種類の条件のうち、①②④⑤のいずれかを選択する場合、希望園を一致させないと、複数

園の同園内定がでたときに、希望順位が判断できないため受付できません。 

 

 

 

 

 

 

きょうだい条件を④～⑥にして児童 1 人が内定となった場合、保留となった児童は、翌月以降、以下のとお

り入所選考（利用調整）を行います。変更希望の方は、各月の締切日までに変更届を提出してください。 

 

「④ 1 人内定 OK、同園のみ」    ➡ 次の利用調整から内定施設のみで利用調整を行います。 

「⑤ 1 人内定 OK、別園 OK」    ➡ 次の利用調整から内定施設を第 1 希望に希望順位を変更して、利用調

整を行います。 

「⑥ 1 人内定 OK、希望順位優先」 ➡ 希望順位・希望園は変更せず、利用調整を行います。 

  

�

�

�

�

�

同

時

申

�

込

� 

同時内定 

のみ 

1 人だけは

NG 

1 人でも 

内定したら 

入れたい 

同じ園のみ希望 

同じ園優先だが、 

叶わなければ別園でもよい 

別園で構わない 

希望順位が大事 

同じ園のみ希望 

同じ園優先だが、 

叶わなければ別園でもよい 

別園で構わない 

希望順位が大事 

① 同時のみ、同園のみ 

② 同時のみ、別園 OK 

③ 同時のみ、希望順位優先 

④ 1 人内定 OK、同園のみ 

⑤ 1 人内定 OK、別園 OK 

⑥ 1 人内定 OK、希望順位優先 

先

�

内

定

�

�

児

童

� 

指

定

�

�

�

決

�

� 

きょうだい条件の決め方と注意事項 

1 人内定した場合、保留となった児童の対応について 

5 

申

�

込

�

�

気

�

付

�

�

�

�

� 



16 

 

 

 

 

 

      きょうだいで同時に申し込みするときは、いくつか注意点があります。 

 

 

 

 

入所申込書・転園申請書は、児童ひとりにつき 1 枚提出が必要です。 
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定となる条件です。 

きょうだい全員、同じ希望施設、同じ希望順位にしてください。 
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きょうだいで、希望施設、希望順位を同じにする必要はありません。 
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1 人でも内定にしたい、かつ、希望順位の順番で、内定となる条件です。 

きょうだいで、希望施設、希望順位を同じにする必要はありません。 
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    ④、⑤、⑥で優先する児童を指定した場合、指定されなかった方の子のみ内定が出る状況になっても、 

両方の児童とも内定が出ません。 

指定しない場合は、きょうだいどちらかに内定が出る状況であれば、その子が内定となります。 

指定した子の内定が出ない場合は、指定されなかった子の内定を出したくないときのみ、優先児童を

指定してください。 
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■ きょうだい同時内定限定か、1 人でも入れたいか決める 

1 人だけ内定が決まった場合も、入所後は保育を必要とする事由を満たしていることが必要です。 

1 人だけ入所した場合は、育児休業から復帰できないなど、入所後に保育を必要とする事由を満たすこと

が困難であれば、同時内定限定にする必要があります。 

 

■ きょうだいで同じ園優先か、別々の園でもよいか決める 

同じ園優先の場合は、きょうだい全ての希望園と希望順位を一致させる必要があります。 

左記ページの６種類の条件のうち、①②④⑤のいずれかを選択する場合、希望園を一致させないと、複数

園の同園内定がでたときに、希望順位が判断できないため受付できません。 

 

 

 

 

 

 

きょうだい条件を④～⑥にして児童 1 人が内定となった場合、保留となった児童は、翌月以降、以下のとお

り入所選考（利用調整）を行います。変更希望の方は、各月の締切日までに変更届を提出してください。 

 

「④ 1 人内定 OK、同園のみ」    ➡ 次の利用調整から内定施設のみで利用調整を行います。 

「⑤ 1 人内定 OK、別園 OK」    ➡ 次の利用調整から内定施設を第 1 希望に希望順位を変更して、利用調

整を行います。 

「⑥ 1 人内定 OK、希望順位優先」 ➡ 希望順位・希望園は変更せず、利用調整を行います。 
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      雇用保険上の育児休業中の方のお申し込みについて、いくつか注意していただきたいことがあります。 

ご確認のうえ、申し込みしてください。 

 

 

      

 

雇用保険上の育児休業から復職することを条件に、保育所入所申し込みをされた方は、以下すべての条件を満

たして、復職する必要があります。条件を満たさず復職した場合や復職せず転職した場合は、内定辞退・退園と

なりますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※復職後、就労証明書を速やかに提出してください。 

復職日以降に作成された浦安市様式の就労証明書の提出が必要になります。 

例）〇 5 月 8 日復帰、就労証明書の証明日が 5 月 8 日で記載されている 

× 5 月 8 日復帰、就労証明書の証明日が 5 月 7 日で記載されている 

  

育児休業から就労復帰するときは 

 

育児休業からの復職条件 

■ 同じ事業所に復職すること 

必ず、育児休業を取得した事業所へ復職してください。 

同じ契約時間であっても、育児休業を取得した事業所に復職せず退職し、別の会社へ転職する場合

は、育児休業からの復職条件にあてはまりません。 

必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書に記載されている事業所に、復職してください。 

ただし、事業所が倒産や閉鎖してしまった場合、派遣先が見つからないなどの、会社都合により復職

できない場合には、この限りではありません。 

例）〇 人事異動に伴う部署・派遣先の変更 

× 転職した場合（派遣社員は派遣元の変更も含む） 

■ 同じ雇用契約上の就労時間数で復職すること 

必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書と就労時間数と同じ又はそれ以上の時間数で復職

してください。 

雇用契約時間数が減ってしまった場合、内定辞退又は退園となります。ただし、会社都合により同じ

時間数で復職できない場合には、この限りではありません。保育幼稚園課までご相談ください。 

なお、育児短時間勤務制度を利用しても、問題ありません。ただし、制度を利用する場合は、以下の点

にご注意ください。 

 

例）〇 復職時に、育児短時間勤務制度利用（雇用契約の変更はない場合） 

× 入所申込時の就労証明書の就労時間と比較して、復職時に雇用契約上の就労時間が減る場合 

 

■ 利用開始月の翌月 10 日までに復職すること 

上記 2 点の要件を満たしたうえで、利用開始月の翌月 10 日までに復職してください。産明け 57 日

目から入所する方も同様です。入所児童の体調不良などにより、慣らし保育が延長しても、復職期限は

変わりませんので、ご注意ください。なお、10 日が土日祝でも期限の変更はありません。 

 

例）〇 4 月に利用開始し、５月９日まで育児休業、５月 10 日に職場復帰 

× 4 月に利用開始し、５月 10 日まで育児休業、５月 11 日に職場復帰 
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雇用保険法施行規則の省令改正に伴い、令和７年４月１日から「育児休業給付金の延長申請を行う際の手続

きが厳格化」されました。 

 

今後、育児休業中の方で、入所申し込みする場合は、以下の点にご留意ください。 

育児休業の延長に関する詳細については、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください。 

 

■ 入所選考（利用調整）の結果が保留になることを希望する申請は、受け付けしません。 

 

■ 保育幼稚園課では、育児休業給付金の延長申請に関する判断はできません。 

必要な月など詳細については、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください。 

 

■ 入所選考（利用調整）のうえで不利になるような内容の相談は一切受け付けません。 

例：入所選考（利用調整）での点数の下げる方法、入所しにくい希望園など 

 

■ 入所内定後、内定辞退しても、保留通知は発行できません。 

 

■ 入所保留後の入所選考（利用調整）について 

入所保留後、入所申し込みの取り下げ申請をしない限り、年度内（令和 9 年 3 月利用調整まで）は入所選

考（利用調整）を行います。入所選考（利用調整）が不要となった場合は、受付期間内に取り下げ届を提出して

ください。 

 

■ 入所申込書の写しは、入所申し込み前に保護者自身でご準備ください。 

市役所受付印を押印した後の申込書の写しが必要な方は、交付申請が必要です。 

ちば電子申請サービスより電子申請してください。また、利用調整結果通知（保留通知）の 

交付申請も同ページよりできます。 

右記二次元コードよりアクセスできます。 

申請から 2 週間以内に、ご自宅宛てへ郵送いたします。 

https://apply.e-tumo.jp/city-urayasu-chiba-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=35950 

 

 

  

育児休業給付金に伴う保育所保留通知の取り扱いについて 

 

5 

申

�

込

�

�

気

�

付

�

�

�

�

� 

二次元コード 



18 

 

 

 

 

      雇用保険上の育児休業中の方のお申し込みについて、いくつか注意していただきたいことがあります。 

ご確認のうえ、申し込みしてください。 

 

 

      

 

雇用保険上の育児休業から復職することを条件に、保育所入所申し込みをされた方は、以下すべての条件を満

たして、復職する必要があります。条件を満たさず復職した場合や復職せず転職した場合は、内定辞退・退園と

なりますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※復職後、就労証明書を速やかに提出してください。 

復職日以降に作成された浦安市様式の就労証明書の提出が必要になります。 

例）〇 5 月 8 日復帰、就労証明書の証明日が 5 月 8 日で記載されている 

× 5 月 8 日復帰、就労証明書の証明日が 5 月 7 日で記載されている 

  

育児休業から就労復帰するときは 

 

育児休業からの復職条件 

■ 同じ事業所に復職すること 

必ず、育児休業を取得した事業所へ復職してください。 

同じ契約時間であっても、育児休業を取得した事業所に復職せず退職し、別の会社へ転職する場合

は、育児休業からの復職条件にあてはまりません。 

必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書に記載されている事業所に、復職してください。 

ただし、事業所が倒産や閉鎖してしまった場合、派遣先が見つからないなどの、会社都合により復職

できない場合には、この限りではありません。 
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× 転職した場合（派遣社員は派遣元の変更も含む） 

■ 同じ雇用契約上の就労時間数で復職すること 
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× 4 月に利用開始し、５月 10 日まで育児休業、５月 11 日に職場復帰 
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雇用保険法施行規則の省令改正に伴い、令和７年４月１日から「育児休業給付金の延長申請を行う際の手続

きが厳格化」されました。 

 

今後、育児休業中の方で、入所申し込みする場合は、以下の点にご留意ください。 

育児休業の延長に関する詳細については、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください。 

 

■ 入所選考（利用調整）の結果が保留になることを希望する申請は、受け付けしません。 

 

■ 保育幼稚園課では、育児休業給付金の延長申請に関する判断はできません。 

必要な月など詳細については、育児休業・育児休業給付金の申請先に確認してください。 

 

■ 入所選考（利用調整）のうえで不利になるような内容の相談は一切受け付けません。 

例：入所選考（利用調整）での点数の下げる方法、入所しにくい希望園など 

 

■ 入所内定後、内定辞退しても、保留通知は発行できません。 
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考（利用調整）を行います。入所選考（利用調整）が不要となった場合は、受付期間内に取り下げ届を提出して

ください。 

 

■ 入所申込書の写しは、入所申し込み前に保護者自身でご準備ください。 

市役所受付印を押印した後の申込書の写しが必要な方は、交付申請が必要です。 

ちば電子申請サービスより電子申請してください。また、利用調整結果通知（保留通知）の 

交付申請も同ページよりできます。 

右記二次元コードよりアクセスできます。 

申請から 2 週間以内に、ご自宅宛てへ郵送いたします。 

https://apply.e-tumo.jp/city-urayasu-chiba-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=35950 
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   4 月（一次・二次）の利用調整に限り、出生前申請を受け付けます。 

 

 

 

 

   令和 8 年 3 月 4 日（水）までに出生予定の児童 

      保育園の利用開始日は、出生日の翌日から 57 日目です。（日・祝日の場合は翌平日） 

 

 

 

 

      原則、P10～15 の必要な書類を揃えてください。注意事項とそれ以外に必要な書類は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生届提出後、すみやかに保育幼稚園課窓口に以下の書類を提出してください。 

 支給認定変更申請書・申請内容変更届出書*出生前申請用 

 母子健康手帳の出生届出済証明の写し 

 

    

 

 

以下のいずれかに該当する場合は、利用調整の結果、内定しても 4 月中の入所ができないため、内定を辞

退していただきます。 

『内定辞退届』を令和 8 年 3 月 31 日(火)までに保育幼稚園課窓口まで提出してください。 

■ 令和 8 年 3 月 4 日(水)までに生まれなかった場合 

■ 出生後の健康状態により 4 月からの集団生活が困難と判断された場合 

■ 出生後の手続きが令和 8 年 3 月 31 日(火)までに完了していない場合 

  

 保育所等入所申込書（浦安市様式） 

申請児童欄 

 氏名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・≪（母の氏名）ベイビー≫と記載してください。 

注記：利用調整結果通知は、≪（母の氏名）ベイビー≫で通知します。 

 生年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・≪出産予定日≫を記載してください。 

 年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・≪０≫と記載してください。 

 性別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出産予定の性別に丸をつけてください。 

注記：未確認の場合は未記載のままで構いません。 

 就労・通学・通園先の名称・・・申し込みのときは、記載しないでください。 

 マイナンバー・・・・・・・・・・・・・・申し込みのときは、記載しないでください。 

申請児童の健康状態等 申し込みのときは、記載しないでください。 

児童の保育状況 申し込みのときは、記載しないでください。 

 母子健康手帳の表紙の写しに出産予定日を記載したもの 

予定日は写しの余白に記載してください。 

令和 8 年 3 月 5 日以降に出産予定の児童は、出生後にお申し込みください。 

 出生前申請に係る同意書（浦安市様式） 
同意書の内容をよくご確認のうえ、作成してください。 

出生前申請をするときは 

 

出生前申請が可能な児童 

出生前申請に必要な書類 

出生後の手続き 

出生前申請に伴う注意事項 

申

�

込

�

�

気

�

付

�

�

�

�

� 

5

21 

 

 

 

 

浦安市外在住の方が、申し込みするときは、浦安市保育幼稚園課へご連絡ください。 

世帯状況や就労状況、転入予定の有無、里帰り出産等の状況をお伝えのうえ、申し込み内容をご確認くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村によって、利用条件、必要書類、利用調整の方法などが異なりますので、お申し込みの前に、利用希

望施設のある市区町村の入所担当課に、次の事項を必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

 

■ 浦安市から転出される方の必要な手続き 

住民票の異動と、転出先自治体の住民としての申請が必要です。転出先の自治体にある認可保育施設の

入所申込方法などの詳細は、転出先自治体にお問合せください。 

 

申し込み期間 

P8、P9 に記載している各月の受付期間をご参照ください。 

郵送で提出する際は、期限までに必着となりますのでご注意ください。 

申請先 浦安市保育幼稚園課 

利用申し込みに 

必要な書類 

P10～15 に記載している必要書類をご参照ください。指定されている書類につい

ては、すべて、浦安市様式で提出してください。特に下記書類は必須です。 

 浦安市保育所申し込み受付チェックリスト（令和 8 年度利用調整用） 

 浦安市の転入先の住所、引渡し日が分かる契約書の写し、又は転入予定申立書 

 世帯全員分の個人番号が記載された住民票（写しでも可） 

転入後に 

必要な手続き 

入所月の前月末日までに、浦安市役所市民課で転入手続きをしてください。 

転入手続きが間に合わない場合は、内定取り消しとなりますのでご注意ください。 

申し込み期間 

P8、P9 に記載している各月の受付期間です。 

ただし、受付期間は、現在住民登録がある市区町村経由で浦安市に必着となります。

時間に余裕をもって、締切日より 10 日程度前までにはご提出ください。 

なお、浦安市民の利用が優先となるため、4 月一次の申し込みは受け付けません。 

申請先 住民票のある自治体の担当課 

利用申し込みに 

必要な書類 

P10～15 に記載している必要書類をご参照ください。 

浦安市の認可保育施設入所申込に必要な書類を、現在住民登録がある市区町村指定

の書式でご用意ください。申請先は、住民票のある市区町村になります。 

現在住民登録がある市区町村で発行された「保育支給認定証」をお持ちの場合は、あ

わせてご提出ください。 

利用調整の基準 浦安市民の利用調整終了後に、空きがある場合のみ利用調整をします。 

注意点 

浦安市に勤務先がある方の申し込みは、申し込み時点で就労している必要がありま

す。就労内定の場合は、申し込みができません。 

確認事項 申込条件、申込期限、申込書類、希望施設の空き状況、申し込みする際の注意点 

注意点 

世帯状況や就労状況とともに、住民票は現在浦安市にあること（転出予定の有無）、

希望する施設が自宅や勤務先に近い、里帰り出産等の状況を必ず伝えてください。 

市外在住者が申し込むときは 

 

浦安市に転入予定の方 

浦安市で里帰り出産予定の方、又は浦安市に勤務先がある方 

～浦安市民が市外の認可保育施設に申し込むときは～ 
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以下のいずれかに該当する場合は、利用調整の結果、内定しても 4 月中の入所ができないため、内定を辞

退していただきます。 
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浦安市の認可保育施設入所申込に必要な書類を、現在住民登録がある市区町村指定

の書式でご用意ください。申請先は、住民票のある市区町村になります。 

現在住民登録がある市区町村で発行された「保育支給認定証」をお持ちの場合は、あ

わせてご提出ください。 

利用調整の基準 浦安市民の利用調整終了後に、空きがある場合のみ利用調整をします。 

注意点 

浦安市に勤務先がある方の申し込みは、申し込み時点で就労している必要がありま

す。就労内定の場合は、申し込みができません。 

確認事項 申込条件、申込期限、申込書類、希望施設の空き状況、申し込みする際の注意点 

注意点 

世帯状況や就労状況とともに、住民票は現在浦安市にあること（転出予定の有無）、

希望する施設が自宅や勤務先に近い、里帰り出産等の状況を必ず伝えてください。 

市外在住者が申し込むときは 

 

浦安市に転入予定の方 

浦安市で里帰り出産予定の方、又は浦安市に勤務先がある方 

～浦安市民が市外の認可保育施設に申し込むときは～ 
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      入所申し込み・転園申請を提出する前に、必ず以下の内容を確認してください。 

      提出後は、以下の内容を承諾したものとさせていただきますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

□ 

できるだけ、施設の見学を事前に済ませてください。 

保育内容・状況・開所時間等をご了承いただいたうえでお申し込みください。 

□ 

病気や発育状況、食物アレルギー等で気になることがある場合は、申請前にご相談ください。 

保育施設の受け入れ態勢や保育環境によっては入所契約に至らない場合もあります。 

□ 

医療的ケア（喀痰吸引・経管栄養・導尿など）を必要とする児童は、必ず事前に保育幼稚園課へご相

談ください。 

□ 

入所申し込みに必要な書類は、受付期間締切日までに必ず提出してください。 

書類の提出がない場合は、保育の必要性の確認ができないため、利用調整が不利になることがあり

ます。 

□ 

育児休業中の入所申し込みは、利用開始月の翌月 10 日までに申請時と同じ事業所・勤務時間数で

復職していただくことが条件になります。 

□ 

求職認定で入所した場合、利用開始後 90 日以内に就労を開始して、就労証明書を提出してくださ

い。提出がない場合は、退園となります。 

たとえば、4 月利用開始の場合、6 月 29 日までに就労開始済みの就労証明書の提出が必要です。

6月 30 日からの採用内定は不可となります。 

□ 

出産要件で保育園に在園できる期間は、最長で出産予定月の 2 か月前から、出産月の 2 か月後ま

でです。原則、その後の継続在園はできません。 

□ 

18歳以上64歳未満の同居者で、保育の必要性の認定に係る証明書（就労証明書など）の提出がな

い場合、利用調整基準調整点が 1 人につきマイナス 1 点になります。 

利用日が属する年度の初日時点の年齢・生年月日が昭和 37 年 4 月 2 日～平成 20 年 4 月 1 日

の方です。 

□ 今回の利用調整申請の有効期限は年度内（３月まで）です。 

 

 

 

 

□ 入所申し込みの内容が事実と異なる場合、保育認定や入所内定・決定を取り消すことがあります。 

□ 

入所内定時、入園日前日までに入園面接を受けられない場合は、入所内定が取り消しになる可能性

があります。 

□ 

自己都合により内定辞退される場合は、年度内は利用調整基準調整点がマイナス 10 点になります。 

内定辞退をされた施設・事業を含めてすべての施設・事業を再度希望することができます。 

□ 

転園内定した場合、現在通園されている保育施設に空きがあっても、元の保育施設へ戻ることはで

きません。 

転園の必要がなくなった場合は、速やかに取下届を提出してください。 
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申し込む前に確認したいこと 

 

申し込み・利用調整に関すること 

入所内定した後に関すること 
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□ 

入園当初は、全クラス年齢の児童について、保育施設に慣れるための「慣らし保育」があります。 

慣らし保育期間は、年齢・施設によって異なりますので、各保育施設へご確認ください。 

□ 

申し込み後・入園後、家庭や仕事の状況に変更があった場合は、必ず P40 に記載されている書類を

提出してください。 

□ 

保育に必要な事由がなくなった場合は、保育認定が取り消しとなり、退園となります。 

速やかに浦安市保育幼稚園課または保育施設へ退所届を提出してください。 

 

 

 

 

□ 

各保育施設について、改修や建て替えの工事、周辺地域の状況変化などがある可能性があります。

直接、各施設へお問い合わせください。 

□ 

≪保育ママ≫ 

食物アレルギーにより対応が必要な場合は、原則ご利用いただけません。 

児童の保育の際に、医療行為等の配慮又は措置が必要な際は受け入れができない場合があります。 

□ ≪ベネッセ海園の街保育園≫は、4 歳児クラス以降、渋谷教育学園浦安こども園に進級となります。 

□ ≪小規模保育園、保育ママ、めぶき保育園≫は、3 歳児クラス以降、各連携園へ進級となります。 

□ 

富岡保育園は、今川４丁目にある多目的広場にて建て替えを行う計画を進めております。令和９年

度に完成を予定しております。 

□ 

東野保育園園舎の改修工事を令和 9～10 年度に予定しており、工事期間中、富岡保育園既存園舎

への一時移転をする可能性があります。 

 

  

入園した後に関すること 

保育施設に関すること 
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      入所申し込み・転園申請を提出する前に、必ず以下の内容を確認してください。 

      提出後は、以下の内容を承諾したものとさせていただきますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

□ 

できるだけ、施設の見学を事前に済ませてください。 

保育内容・状況・開所時間等をご了承いただいたうえでお申し込みください。 

□ 

病気や発育状況、食物アレルギー等で気になることがある場合は、申請前にご相談ください。 

保育施設の受け入れ態勢や保育環境によっては入所契約に至らない場合もあります。 

□ 

医療的ケア（喀痰吸引・経管栄養・導尿など）を必要とする児童は、必ず事前に保育幼稚園課へご相

談ください。 

□ 

入所申し込みに必要な書類は、受付期間締切日までに必ず提出してください。 

書類の提出がない場合は、保育の必要性の確認ができないため、利用調整が不利になることがあり

ます。 

□ 

育児休業中の入所申し込みは、利用開始月の翌月 10 日までに申請時と同じ事業所・勤務時間数で

復職していただくことが条件になります。 

□ 

求職認定で入所した場合、利用開始後 90 日以内に就労を開始して、就労証明書を提出してくださ

い。提出がない場合は、退園となります。 

たとえば、4 月利用開始の場合、6 月 29 日までに就労開始済みの就労証明書の提出が必要です。

6月 30 日からの採用内定は不可となります。 

□ 

出産要件で保育園に在園できる期間は、最長で出産予定月の 2 か月前から、出産月の 2 か月後ま

でです。原則、その後の継続在園はできません。 

□ 

18歳以上64歳未満の同居者で、保育の必要性の認定に係る証明書（就労証明書など）の提出がな

い場合、利用調整基準調整点が 1 人につきマイナス 1 点になります。 

利用日が属する年度の初日時点の年齢・生年月日が昭和 37 年 4 月 2 日～平成 20 年 4 月 1 日

の方です。 

□ 今回の利用調整申請の有効期限は年度内（３月まで）です。 

 

 

 

 

□ 入所申し込みの内容が事実と異なる場合、保育認定や入所内定・決定を取り消すことがあります。 

□ 

入所内定時、入園日前日までに入園面接を受けられない場合は、入所内定が取り消しになる可能性

があります。 

□ 

自己都合により内定辞退される場合は、年度内は利用調整基準調整点がマイナス 10 点になります。 

内定辞退をされた施設・事業を含めてすべての施設・事業を再度希望することができます。 

□ 

転園内定した場合、現在通園されている保育施設に空きがあっても、元の保育施設へ戻ることはで

きません。 

転園の必要がなくなった場合は、速やかに取下届を提出してください。 
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申し込む前に確認したいこと 

 

申し込み・利用調整に関すること 

入所内定した後に関すること 
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□ 

入園当初は、全クラス年齢の児童について、保育施設に慣れるための「慣らし保育」があります。 

慣らし保育期間は、年齢・施設によって異なりますので、各保育施設へご確認ください。 

□ 

申し込み後・入園後、家庭や仕事の状況に変更があった場合は、必ず P40 に記載されている書類を

提出してください。 

□ 

保育に必要な事由がなくなった場合は、保育認定が取り消しとなり、退園となります。 

速やかに浦安市保育幼稚園課または保育施設へ退所届を提出してください。 

 

 

 

 

□ 

各保育施設について、改修や建て替えの工事、周辺地域の状況変化などがある可能性があります。

直接、各施設へお問い合わせください。 

□ 

≪保育ママ≫ 

食物アレルギーにより対応が必要な場合は、原則ご利用いただけません。 

児童の保育の際に、医療行為等の配慮又は措置が必要な際は受け入れができない場合があります。 

□ ≪ベネッセ海園の街保育園≫は、4 歳児クラス以降、渋谷教育学園浦安こども園に進級となります。 

□ ≪小規模保育園、保育ママ、めぶき保育園≫は、3 歳児クラス以降、各連携園へ進級となります。 

□ 

富岡保育園は、今川４丁目にある多目的広場にて建て替えを行う計画を進めております。令和９年

度に完成を予定しております。 

□ 

東野保育園園舎の改修工事を令和 9～10 年度に予定しており、工事期間中、富岡保育園既存園舎

への一時移転をする可能性があります。 

 

  

入園した後に関すること 

保育施設に関すること 
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保育料は、前年度または現年度の市区町村民税額（配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附

金控除などの適用前の税額）をもとに算定します。 

保護者全員の市民税所得割額(※)を合算した額に該当する下記基準額表の階層が、毎月の保育料額となり

ます。 

保育料の切り替え時期は、毎年 9 月分からとなります。したがって、4 月分～8 月分の保育料は「令和 7 年

度分（前年度分）の市区町村民税額」により算定し、9 月分以降は「令和 8 年度分（当年度分）」により算定します。 

※ 市民税所得割額・・・配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除などの適用前の税額 

 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

前年度の市区町村民税額に基づく保育料 当年度の市区町村民税額に基づく保育料 

       

 

 

 

階層 市民税の所得割額 

０～2 歳児クラス 

保育標準時間認定 保育短時間認定 

A 

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 

0 円 0 円 

B 非課税世帯 0 円 0 円 

C 均等割のみ世帯 5,800 円 5,700 円 

D1 5,500 円未満 6,850 円 6,730 円 

D2 5,500  円以上 48,500  円未満 8,100 円 7,960 円 

D3 48,500  円以上 50,300 円未満 9,000 円 8,840 円 

D4 50,300 円以上 57,600 円未満 10,950 円 10,760 円 

D5 57,600 円以上 66,500 円未満 13,500 円 13,270 円 

D6 66,500 円以上 84,400 円未満 18,800 円 18,480 円 

D7 84,400 円以上 102,400 円未満 25,400 円 24,960 円 

D8 102,400 円以上 120,500 円未満 32,350 円 31,800 円 

D9 120,500 円以上 138,300 円未満 36,990 円 36,360 円 

D10 138,300 円以上 169,000 円未満 42,320 円 41,600 円 

D11 169,000 円以上 174,400 円未満 47,650 円 46,830 円 

D12 174,400 円以上 192,400 円未満 48,480 円 47,650 円 

D13 192,400 円以上 210,400 円未満 49,310 円 48,470 円 

D14 210,400 円以上 228,500 円未満 50,140 円 49,280 円 

D15 228,500 円以上 267,500 円未満 50,980 円 50,110 円 

D16 267,500 円以上 327,500 円未満 51,490 円 50,610 円 

D17 327,500 円以上 52,000 円 51,110 円 
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保育料の算定について（０歳から 2 歳児クラス） 

令和 8 年度保育料徴収基準額表（月額） 
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世帯の状況が下記に該当する場合は、保育料が軽減されます。 

世帯状況 第 1 子 第 2 子 第 3 子以降 

2 人以上の児童がいる世帯 

（年齢制限なし） 

軽減なし 

半額 

（10 円未満切り捨て） 

無料 

ひとり親世帯等※ 

かつ 世帯所得割 77,101 円未満 

全員無料 

※ ひとり親世帯等とは・・・ひとり親世帯または以下の手帳もしくは証書を所持する方がいる世帯です。 

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

 特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書 

 

 

 

 

 3 号から 2 号に認定変更した場合の保育料について、年度当初の年齢により、保育料が異なります。年度

途中で 3 号から 2 号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2 歳児」としての保育料を納付して

いただきます。 

 保育所、幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育は同一の保育料です。 

 市内在住で生活保護を受けている方は、児童 1 人当たり月額 2,700 円を限度に、園での実費徴収額の補

足給付が受けられます。給付の対象となる費用は、認可保育所などで必要な経費であって、日用品、文房

具などの購入、行事への参加費などのうち、実費徴収として園に支払ったものです。詳しくは、在籍園また

は保育幼稚園課へお問い合わせください。 

 

 

 

   

全員、無料 

認可保育所などを利用する 3 歳から 5 歳児クラス（0 歳から 2 歳児は市区町村民税非課税世帯）の児童の

保育料（授業料）は無償です。ただし、給食費や教材費、おやつ代、延長料金などは、保護者負担となります。 
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保育料は、前年度または現年度の市区町村民税額（配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附

金控除などの適用前の税額）をもとに算定します。 

保護者全員の市民税所得割額(※)を合算した額に該当する下記基準額表の階層が、毎月の保育料額となり

ます。 

保育料の切り替え時期は、毎年 9 月分からとなります。したがって、4 月分～8 月分の保育料は「令和 7 年

度分（前年度分）の市区町村民税額」により算定し、9 月分以降は「令和 8 年度分（当年度分）」により算定します。 

※ 市民税所得割額・・・配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除などの適用前の税額 

 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

前年度の市区町村民税額に基づく保育料 当年度の市区町村民税額に基づく保育料 

       

 

 

 

階層 市民税の所得割額 

０～2 歳児クラス 

保育標準時間認定 保育短時間認定 

A 

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 

0 円 0 円 

B 非課税世帯 0 円 0 円 

C 均等割のみ世帯 5,800 円 5,700 円 

D1 5,500 円未満 6,850 円 6,730 円 

D2 5,500  円以上 48,500  円未満 8,100 円 7,960 円 

D3 48,500  円以上 50,300 円未満 9,000 円 8,840 円 

D4 50,300 円以上 57,600 円未満 10,950 円 10,760 円 

D5 57,600 円以上 66,500 円未満 13,500 円 13,270 円 

D6 66,500 円以上 84,400 円未満 18,800 円 18,480 円 

D7 84,400 円以上 102,400 円未満 25,400 円 24,960 円 

D8 102,400 円以上 120,500 円未満 32,350 円 31,800 円 

D9 120,500 円以上 138,300 円未満 36,990 円 36,360 円 

D10 138,300 円以上 169,000 円未満 42,320 円 41,600 円 

D11 169,000 円以上 174,400 円未満 47,650 円 46,830 円 

D12 174,400 円以上 192,400 円未満 48,480 円 47,650 円 

D13 192,400 円以上 210,400 円未満 49,310 円 48,470 円 

D14 210,400 円以上 228,500 円未満 50,140 円 49,280 円 

D15 228,500 円以上 267,500 円未満 50,980 円 50,110 円 

D16 267,500 円以上 327,500 円未満 51,490 円 50,610 円 

D17 327,500 円以上 52,000 円 51,110 円 
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世帯の状況が下記に該当する場合は、保育料が軽減されます。 

世帯状況 第 1 子 第 2 子 第 3 子以降 

2 人以上の児童がいる世帯 

（年齢制限なし） 

軽減なし 

半額 

（10 円未満切り捨て） 

無料 

ひとり親世帯等※ 

かつ 世帯所得割 77,101 円未満 

全員無料 

※ ひとり親世帯等とは・・・ひとり親世帯または以下の手帳もしくは証書を所持する方がいる世帯です。 

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

 特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書 

 

 

 

 

 3 号から 2 号に認定変更した場合の保育料について、年度当初の年齢により、保育料が異なります。年度

途中で 3 号から 2 号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2 歳児」としての保育料を納付して

いただきます。 

 保育所、幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育は同一の保育料です。 

 市内在住で生活保護を受けている方は、児童 1 人当たり月額 2,700 円を限度に、園での実費徴収額の補

足給付が受けられます。給付の対象となる費用は、認可保育所などで必要な経費であって、日用品、文房

具などの購入、行事への参加費などのうち、実費徴収として園に支払ったものです。詳しくは、在籍園また

は保育幼稚園課へお問い合わせください。 

 

 

 

   

全員、無料 

認可保育所などを利用する 3 歳から 5 歳児クラス（0 歳から 2 歳児は市区町村民税非課税世帯）の児童の

保育料（授業料）は無償です。ただし、給食費や教材費、おやつ代、延長料金などは、保護者負担となります。 
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